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3. パブリック空間や空き地、空き店舗の再生・利活用等の普及啓発 

全国のウォーカブル空間の形成に関する事例等を取りまとめた冊子の作成 

冊子作成の目的 

令和 2 年の都市再生特別措置法改正を踏まえ、ウォーカブル推進を図る際に活用可能な制度概要の全

体像や具体的な活用方法を周知することを目的として冊子の作成を行った。 

制度を活用した具体的な事例などを紹介することで、今後制度を活用しようとしている団体などが、制度概

要や導入手続き、具体的な活用イメージを容易に把握でき、制度活用を現実的なものとして捉えられ、制度

の導入が促進されることを目指すものである。 

 

内容の構成 

冊子の企画においては、以下の点に着目して検討を行った。 

 

① 活用可能な制度を紹介し制度のさらなる周知を図る 

令和 2 年の都市再生特別措置法改正等により、充実した制度のさらなる周知・普及を図るため、本冊子

の冒頭でウォーカブル推進を図る際に活用可能な制度と各制度の参照先を掲載した。 

 

② 上記の制度を活用した事例をプロジェクトベースで取りまとめる 

具体的にどのように制度を活用したらよいかを全国のまちづくりの実践者に周知するため、上記の制度を活用

した先進事例の概要を取りまとめた。先進事例の概要を取りまとめる際、特に全国のまちづくりの実践者が関心

を持つような、制度活用経緯を時系列で整理し、取組内容やその成果について記載した。 

 

③ 全国のまちづくりの実践者が知りたいと思っている事例を収集する 

複数の先進事例を取り上げるに当たっては、全国のまちづくりの実践者が特に関心を寄せる先進事例を取り

上げることが必要である。従って、アンケート調査１『「居心地が良く歩きたくなる」まちなか事例に関する調査』

において、回答者より「具体的な事例を知りたい取組」として多くの回答を集めたエリアの事例を優先的に選定

した。 
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先進事例都市へのヒアリング調査 

先進事例の把握のため、先進都市へのヒアリング調査を実施した。 

 

３-１-３-１ヒアリング調査の流れ 

ヒアリング調査は、以下の点に着目して行った。 
 

① 先進事例の基礎情報の把握 

各団体における状況について、基礎情報（アンケート調査結果やデスクトップ調査結果）をもとに、取組内

容や民間まちづくり団体の状況などについて確認した。 

 

② 制度導入の経緯や活用状況の深堀 

制度活用に焦点を当て、制度導入の経緯や活用状況などを深堀して情報を確認した。 

 

③ 事業スキームの確認 

持続性の観点から、民間まちづくり団体の運営状況や事業スキームについて確認した。 

 

ヒアリング調査を実施する際の具体的な流れは、以下のとおりである。 

 

図 3-1 ヒアリング調査の流れ 

対象都市の選定 

アンケート調査の調査１『「居心地が良く歩きたくなる」まちなか事例に関する調査』の回

答結果より、全国のまちづくり実践者より「具体的な事例を知りたい取組」として多くの回

答を集めたエリアや、ウォーカブルの取組みにおいて一定の認知度があるエリアのうち、ウォ

ーカブル空間形成に関連する制度（表 3-1 参照）をより重点的に活用している都市・エ

リアを選定した。制度活用の実績についてはアンケート調査３『官民連携制度を活用した

まちづくりに関する調査』の結果も参考にした。 

 

ヒアリング調査 
優先順位の高い先進事例に対して、地方公共団体及び必要に応じて民間まちづくり団

体に対するヒアリングを実施し、制度活用に関する詳細情報を収集した。 

 

取りまとめ STEP1 ヒアリング調査の結果で得られた情報を整理し、事例集として取りまとめた。 

（事例集作成） STEP2 各ヒアリング先団体における内容の確認を経て、最終化した。 

  



  3-3 
 

 

なお、取りまとめの対象とするウォーカブル空間形成に関連する制度は、以下のとおりである。 

 

表 3-1 対象制度一覧 

対象制度 

1 道路占用許可の特例 

2 河川敷地の占用許可 

3 都市公園の占用許可特例 

4 都市利便増進協定 

5 都市再生整備歩行者経路協定 

6 低未利用土地利用促進協定 

7 一体型滞在快適性等向上事業 

8 公園施設の設置管理許可の特例 

9 特定路外駐車場の届出制度 

10 駐車場出入口の設置制限 

11 附置義務駐車場施設の集約化・出入口設置制限 

12 普通財産の活用 

13 ウォーカブル推進税制 

14 公募設置管理制度（Park-PFI） 

15 歩行者利便増進道路（ほこみち）  
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３-１-３-２ヒアリング調査実施概要 

上記のとおり対象都市を選定した結果、８都市を対象にヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査の実施

概要は下記のとおりである。 

 

表 3-2 ヒアリング調査実施概要 

# 都市名 担当課 ヒアリング実施日 

1 和歌山市 和歌山市 都市再生課 2021 年 12 月 14 日（火）9:30～11:00 

2 姫路市 姫路市 都市計画課 2021 年 12 月 15 日（水）10:30～12:00 

3 須賀川市 須賀川市 都市計画課 2021 年 12 月 17 日（金）13:30～15:00 

4 広島市 広島市 都市機能調整部 2021 年 12 月 17 日（金）15:30～17:00 

5 豊田市 豊田市 都市整備課 2021 年 12 月 20 日（月）9:30～11:00 

6 熊本市 熊本市 都市デザイン課 2021 年 12 月 23 日（木）14:00～15:00 

7 岡崎市 岡崎市 都市施設課 2021 年 12 月 23 日（木）16:30～17:30 

8 福井市 福井市 都市整備課 2021 年 12 月 24 日（金）13:30～15:00 
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作成した冊子 

ヒアリング調査により作成した冊子（事例集）は以下のとおりである。 

■表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1.はじめに 
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■2.官民連携まちづくりの全体像（都市再生特別措置法等に基づく各種制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3.各事例における活用制度一覧 
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■奥付 
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普及啓発方策の検討 

国土交通省ウェブサイトの更新等 

国土交通省ウェブサイト上の「官民連携まちづくりポータルサイト」を一部更新し、本業務において把握をした

情報を発信した。 

 

更新箇所 

「都市再生推進法人の紹介」のページにおいて、本業務において新規で把握をした都市再生推進法人を

一覧に追加をするとともに、本業務で収集した都市再生推進法人の概要資料の追加・更新を行った。概要資

料は、本報告書２章で掲載をしたアンケート調査と同時に都市再生推進法人宛に取組概要資料の提出を

依頼し、収集したものである。 

更新した項目は、下記のとおりである。 

 新規都市再生推進法人の一覧への追加:13 団体分 

※新規法人については、地図表示情報も更新した。 

 新規で収集した取組概要資料の追加:9 団体分（うち新規法人は 1 団体分） 

 掲載されていた取組概要資料の時点更新:20 団体分 
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図 3-2 ウェブサイト更新箇所 
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